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Ｉ米'1佃防教育法（1958年）立法過jFI1の分析

TheLegislatWeProcessofNationalDefenseEducation

Actofl958inUSA

犬塚典

ｌＶＯ７ｲﾙｏ恥ルビ?↓ん⑪

子＊

TheNationalDefenseEducationActｏｆｌ９５８（Ｎｌ)ＥＡ）isoneofthemostcomprehensive

federalaidstoeducation・Thisactprovldedfellowships，grants，ａｎｄｌｏａｎｓｔｏｅｎｃｏｕｒａｇｅｔｈｅ

ｓｔｕｄｙｏｆScience，mathematics，ａｎｄｆｏｒｅｉＲｎ］anRuagesandfundedschoolconstructionand

equipment･ＴｈｉｓｓｔｕｄｙａｔｔｅｍｐｔｓｔｏｅｘｐｌａｉｎｔｈｅｌegislativeprocessofNDEAfoｃｕｓｉｎｇｏｎｔｈｃ

ｉｍｐｏｒｔａｎｔａｃｔｏｒｓｉｎｔhelegisIativeandexecutivebranchesoftheFederalgovernment・

Majorimdingsareasfol1ows：TheoriginalbiⅡｏｆＮＤＥＡ（the“CommitteeBiIr,）was

submittedbytwocongressionalIeadersfr()ｍＡＩａｂａｍａ・Thesesouthernl)emocratswanted

theirregiontohavehe1pwitheducationalundertakings・Foryearstheyhadlaboredto

getvariousbillsacceptedbuthadfailed・ＴｈｅｙｅｘｐｌｏｉｔｅｄａＳｐｕｔｎｉｋｃｒｉｓｉｓａｓａ‘`ｎｅｗPearl‐

Ｈａｒｂ()uT，，toachievetheirlou】9.souglltobjective．］ｎｔｈｅｃ(〕Inmitteesession，ｔｈｅ“ＡｄｍｉＩ]istra‐

tionBilI”ｗａｓrejected，ｂｕｔｉｔｈａｄａｓｔｒｏｎｇｅｆＴｅｃｔｕｐｏｎｔｈｅ‘'CommitteeＢｉ]l'，、President

EisenhowerandthescientilicestabIishmenthadamajorinHuenceoverthepolicyformation

ofNJ)ＥＡ・T11elegislａｔｉｖｅｐＴｏｃｅｓｓｏｆＮＤＥＡｉｓｄｅｓｃｒｉｂｅｄ：IscooperationbetweentheEisen‐

howeradministration，ｗｈｉｃｈｗａｓｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅｓｃｉｅｎｔｉlicestablisbment，ａｎｄｔｈｅｃｏｍ‐

mitteeleaders，ｗｈｏｈａｄｄｅｅｐｌｙｗａｎｔｅｄｆｅｄｅｒａｌａｉｄｓtoeducationforyears・Ｔｈｉｓｒｅｓｕｌｔｅｄ

ｉｎｔｈ〔、ｃ()ｍｐｌ･ehensiveeducationlaw．

おいては？

外国の救育事↑I1iを意識した教育政簸が，
はじめに

「西勝2000年までに，米国の児茄ﾉﾋ徒が理科，数学の

成績において世界第一となる」

外国の紋行事↑,Iiを意識した教育政簸が，連邦レベルの

教育法によって米｢１４で実施されたのは，「冷戦期」に成

立した１９５８年の「国防教育法」（NationalDefenseEd

ucationActofl958,PL85-864）前後とふるのが一般

的である。ソ連の人工衛星打ち上げに刺激された競争意

iMiIを背景に，同法IIill定以後，科学技術教育を重視するさ

まざまな試承が行われた。数学・科学などでは，新しい

カリキュラム・教材が開発され，これが全米的に瞥及し

た。また，Ｍ法のLE肱において，それまで州政府・地方

学区に委ねられていた教育政治に対する連邦政府の関与

の仕方も変杯した。この関与のあり方を解Iﾘ]するための

予備的作業として，小論では，同法立法過程の分析を試

朶る。

これまで，米阿教育法研究は．英米法の特徴から，伝

統的に，１{||例研究が主流であった。１９６０年代から制定

これは，１９９１年４月に発表された連邦教育者報ｆＩｉ

｢2000年のアメリカー教育戦略」の国家六大教7711標の一

つである（ｕｓ､DepartmentofEducationl991：ｐ､３)、

外国の水準に照らして，教育目標を決定するというこの

様式は，いったいいつ'Ｊ１，米国教育政策においてみられ

るようになったのであろうか。ロ本では，１８７２年の「学

制」公布前後に，欧米ii＃国を意,減し国家が国筑として

教育制度を組織するという機運が梁られた゜では，ペッ

クスアメリカーナを自負しかつ，連邦行政は，州・地

方学〆の教育政治に関与しない伝統を持ち続けた米瓜に

＊社会学研究科教育学Ｗ〔攻研究生（教育行政）
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法研究も増えつつあるがまだ研究の質・壁ともに蓄献

されていない。国防教育法についても，そのin〔要性に反

して，米国でも本格的な研究ば少ない。このような研究

史の流れのなかで．同法を扱った蒋作として注｢1される

ものとして，Sufrinによる運用過程研究があげられる。

これは，lid法火施による!}|レベルでの補助金迦111効果・

問題点などについての調査研究である（Sufrinl963)。

また，比較的新しいものとしては，Ｃｌｏｗｓｅによる政策

過程研究がある（Clowsel981)。I磯貝・'ﾛ慨などにイソ

タピニューを試糸，同法成立過程を叙述したものである。

前述のSufrinが経済学勝であったのに対しＣｌｏｗｓｅ

は，米国政治史を専門とする研究苫であり，ＩＲＩ防教育法

が教育学以外の研究者からも注[1されたことを示してい

るといえようⅢ

小論で}よ，立法過程の全体像についてはＣＩｏｗｓｅの博

作に依拠しつつ，さらに，連邦議会議事録，委員会聴聞

会記録をもちい，審議過程における争点を盤Bl1する。次

に．法の生成は審銭過程前後の政治力学に負うことが大

きいということを考えて，重要人物・組織のllli値と行動

が，政策課題形成，原案策定、法文構成等にどう表れた

のかを厳密に,凋くることにする。同法は，米IRI教育政治

に対する連邦行政の|)Mかを強めた！〕のであり，政策立案

過程Iこおいては，中央行政機構でも行動原理に変容がみ

られたはずである。したがって．ここでは，政治・行政

二元レベルでの考察を行う。具体的には，識会教育関係

委員会の有力識貝と，教育局および大統領・科学エスタ

プリッンュメソトに焦点をあて，その行動原Bl1と様式の

特定化を試糸る。そして．それらが国防教育法原案とな

った「委員会法案」と．廃案になった「政府法案」に与

えた影響を知るために，両者の条文比較を行う。岐後

に，同法制定をその前後史に位置づけることによって，

その雑木的性Ifiiこつして，若干の新しい見解を１１Ⅱえた

い｡

第３５号１９９２

教育関係`ili任委員会に所属する議員らが，国防・科学教

育関連の法案提出に向けて動きだした。

翌1958年，第85議会第２会期の初めに，大統領アイ

ゼンハワーの「一般教書」「教育教書」によって，軍事

教練の強化等ではなく，科学教育振興を主要目的とする

教育援助法成立の意向が示されたり。「教育教書」の内容

は，①テスト，ガイダンス，カウンセリング，給付奨学

金による学生の才能開発，②科学数学教育振興とその教

育方法改善，③大学教員の供給増加，④語学教育の改

善，⑤教育局の拡充，を目的とする法律制定を促すもの

で，これに関連する教育法案に，議会審砿の優先権を与

えるものだった。これを受けて，翌議会会期８カ月間

に，約150の教育法案が上程された（ｕｓ・Congress

l958b)。

述邦議会においては，提出された法案のうち重要なも

のは委員会に付託される。米国議会プロセスでもっとも

'１１要な局1mは，この各委員会における審議である。国

防・科学教育関連の法案は，教育関係の管轄権を持つ常

任委員会に付託された（上院「労働公共福祉委員会」

並びに下院「教育労働委員会」とその下の「特別教育小

委１１会」「一般教育小委員会｣)。審議は，２つの法案を

I1i心に行われた。一つは,ＨＥＷ教育局が蔽案を作成し，

上院のスミス（Smith，Alexander，NewYork)，下院

のカーソズ（KearIls，CarrollD.，PeImsylvania)，フ

リーリングハイズン（Frelinghuysen，Peter，New

Jersey）ら（いずれも東部選出の共和党議員）によって提

出された「教育振興法案」（EducationalDevelopment

Act，Ｈ,Ｒ、10278,11.Ｒ、10279,ｓ、３１６３，１月２７．２８

１１提出）であった。もう－つば，上院のヒル（Hill，

LisLer，労'１１１１公共編祉委員会委員長）と｜寸院のエリオッ

ト（EIliot，Car１，特別教育小委員会委ｆ１長）という南

fI1jアラベマリ'１選出の民主党議員による「国防教育法案」

（NationalDefenseEducationActofl958,ＩＬＲ、

10381,ｓ､3187,1月３０日提出）である（ｕｓ・CongTess

l958a：ｐｐ、377-380)。前者は，ＨＥＷ，教育局，共和

党議員らの支持>二よるもので．会期中，「政府法案」

(admillisIriItlonbiⅡ）と略称された。後背は，綴会多数

蝋であるLqFlさ党の,瓢ｔ１らが支持するもので，「委員会法

案」（committeebill）と略称された。

下院において雰議は活発に進承，５月２０日．「政府法

案」と「委貝会法案」の調整が，特別教育小委員会の最

終審議において行われた。そして，「委員会法案」が．

より包括的で典体的なプランであるとして残され，「政

府法案」のテスト嚇業等がこれに吸収されて．更新法案

１．議会における審議と争点

1-1．国防教育法審議週程

ここで，スプートニク．シ翼ツタから'１１法成立までの

審議過程を概観してみる`，１９５７年１０月４１１のソjluに

よる人工衛星スプートニク打ち上げは，「新たなるペー

ルハーパー」として，各メディアで報じられた。これIこ

刺激されて，行政府では，連邦政府保健教育福祉省(the

DepartmentofHealth，EducationandWelfare，以

下，ＨＥＷ)教育局が，中等・高等教育に対する財政援助

法案を作成しはじめた。また，立法府では，連邦議会の
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1-2．議会における争点

ここで．審議における争点を検討してみよう。繊会に

提Ⅱ|された法案が重要性を帯び，特に論争の余地のある

場合，委員会は聴問会を設定する。国防教育法にDMする

聴聞会の証人は，ＨＥＷ次官ペーキンス（Perkins,Ｃａｒｌ

Ｄ.｢F1U1,1957-1959)，Ijl次ＴＶ補リチャードソソ(Richard‐

solLEIliot，法制担当任1011957-1959)，教育!h)長ダー

シック（Derthick，Lawrence，任期1957-1959）ら５名

のIIEＷ関係者，ハンフリー（llumphrey,HubertH.）

など８名の上院,磯貝，１５名の下院識風，隙ｉｉｉ防衛ミサ

イル研究所ブラウン（Ilraun,Welnar)，カリフ,ルニア

大学放射エネルギー研究所のテラー（Teuer，Ｅｄｗａｒｄ）

といった`'１(産複合体の科学者や111人，全米科学財団

(Nationa］ScienceFoundation，NSF)，全米教育協会

(NationalEduciltiollAssociatioILNEA）鞭の代表で

あった。（ｕｓ・ConRress，Housel958：ｐ、1307-2096,

ＩＬＳ．Ｃ()ngress，Senatel958：!)．1-1602)。

]ノ］２１ｐから３ノ１３１日にかけて行われたﾂﾅliillmi祉,委

員会・聴聞会で，米IRI公教育の問題点として指摘された

ことは，①ヘイスクールで，数学・理科および外国語科

目を履修する学生が少ない。(砂ハイスクールや大学で，

それらの科Ｆ１を教える有能な教(』が少ない。③能ﾉ]を持

ちながら，大学に進学しない高校生が多い，といったこ

とであった。この改善のために，①高等敦育段階|こおけ

る奨学金の拡充，(2)ハイスクールにおける数学・理科・

外lIflii冊科'１の塾I1lli，能力開発方法の改艀が，三１１典課題と

して確認された（ｕｓ・Congress，Senate，Committee

〔〕、Ｌａｂ〔〕ｒａｎｄＰｕｂｌｉｃＷｅｌｆａｒｅｌ９５８：Ｉ〕ｐ、1804-

1861Ⅱそして，ｕ－ｌ２の観点から，「政府法案」と「委員

会法案」の主要な規程の比較を行った縦告iIIが委只会に

おいて作成されている（Ｕ､Ｓ・Congress，Senate，Ｃｏｍ‐

mitt(ＰｅｏｎＬａｂ()ｒａｎ〔１１)ｕｂｌｉｃＷｅｌｆａｒｅｌ９５８：ｐｐ・

'550-1584)。

「政府法案」のllilり'３k‘「学と|{の櫛質を早期に猪lLする

ことによって，脚家の必要性に合致するように教育プロ

グラムを拡充し改善することを助ける」ことであり，そ

の刀法として，「公立学校におけるカウンセリング，ガ

イダンスサービスの強化，伐与奨学金，公立学校におけ

る数学科学教育の強化，大学院生Iこ対する研究fli給付，

谷川牧肯調査統計の改篠」を［要プログラムとするもの

であった(L1ndquistl971：ｐ、１２)”一方，「委只会法案」

'よ，「';}学・技術・数学・外lKl譜やその他の学問価域に

おける学生を増やし｜創防｛ことって重要な技術教育を行

うこと，また，１１４防を強化するため'二，教員の能力を高

Ｈ､Ｒ､12630号として，教育労働委貝会に提出された劫、

Ｈ､Ｒ、12630号は，委員会の承認をうけた後，下院本会

議において審議・修正され，簸終法案Ｈ､Ｒ､13247号と

なり，８月８日，賛成・２６６名，反対108名で承認され

た。一方，上院においても，「委員会法案」は，労働公

共福祉委員会において支狩され，８｝１１３１J，本会識に

おいて，賛成６２名）反対２６名で承認された（Ｕ､Ｓ・

Congressl958a，Wilsonl960：ｐｐ、101-144)うそして，

上院案と下院案の調整を行うために，８月１５１１，両院

協議会が開かれた3)。両法案の大きな違いは，大学(|ﾐﾄﾆ

対する奨学金プログラムにあった。

下院案は，提出時にあった給付奨学金（Scholarshil)）

項目が審議の過程で削られていたが,上院案ば約23,000

ドルを毎年優秀な大学生に給付することを規定してい

た。この段階で,大統領アイゼンハワー，ＨＥＷ長１１.フI／

ミング(Flemming,Arthur,任期1958.8.1-1961.1.19）

から，給付奨学金に対する強い否定の見解が示された

(C1owsel981：ｐｐ、128-138)。そして，全体の計上子､［

が低く，大統領の意向に沿っているという理由で，下院

案が最終的に残された。数度の修正の後,賛成・259名，

反対110名で承認された下院案は最終法案となり，上院

(賛成・６６名，反対・１５名)，下院（賛成・２１２名，反対

８５名）において承認され，登録法案として大統領に送

付された。細かい修正が加えられ後，これをアイゼン

ハワーが承認し，９月２日に，国防教育法が成立した

(Ｕ､Ｓ､Congressl958a：ｐＩ〕､19595-19619)ｕ同法は，人

材開発と設備援助を基調としているが，法文は全ｌｏ蔵

にわたる多様なプログラムの羅列であった。

同法第一章は，「青年男女の知能及び技能の棚雑が国

家の安全（nationa］security）を図る上に必要であるＰｌＩ

を認め｣，「合衆国の必要にこたえるに足る資質をIMiえた

人材の訓練を確保するために，各種の十分な援助を，個

人，州及びその附属機関に与える」（同法第１章）こと

をその[Ｉ的として規定している。①大学生に対するif付

奨学金（loan)・研究費（fellowship)，②各州政府Ill講に

よる「数学・科学・現代外国語，カウンセリング，職業

教育等に関連するプログラム」へのｉ１Ｉｉ助金，③救貝従

成・教育方法改善のための研究費の援助，を主な内容と

する（Ｕ､Ｓ・Congressl958c)。当初は，４年間の１１ｹ限立

法であったが数度延長され，実施から１０年間に約３０

億ドルが支給された。現在，条文のほとんどば他の法ｒｌｔ

に吸収され，貸与奨学金（Nationalｌ)irectEducatloll

Loan）と，外国語・国際関係のプログラムが主に残って

いる。
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めるように設定されたプログラムを尖施し，特に，科

学・技術の領域での米国の知的な優位を確認すること」

を目的とした（Lindquistl971：ｐ、１３)。内容は，「政府

法案」と同一のプログラムに力Ⅱえて，大学４１Aへの貸与・

給付奨学金，外国語教育設llli・教且養成の拡充，地域職

業教育事業などが含まれている。

表１は，スプートニク・ショック以llilにエリオットが

議会に提出した①「学生援助法案（StudentAidActof

l955，廃案)」（ｕｓ､Congressl955)，②「政府法案｣，

③「委員会法案｣，④「委只会岐終法案」（②と③の調整

案）（ｕｓ・Congressl958b)，⑤国防教育法のプログラ

ム内容を比較したものである。「委員会法案」は，テス

ト事業を除いて，「政府法案」のすべてのプログラムを

含んでいる。成立した国防教育法の１９５９年度総予算約

１億7700万ドルのうち，その６(Ｍ１が当てられた第３．４．

第３５）ｊ１９９２

５章に該当するプログラムについては．両法案は予算的

にもほとんど一致している。この一致は,大統領,ＨＥＷ

及官プォルソム(Folsom,Marion,任期1955.6.201958.

8.1)の要iTiljで，教育|｢Jと予算1i,)が，議会１１M会iiiにヒル

やエリオットなどの民主党有力議貝等を招いた会議を開

き，「政府法案」の原案を提示し望ましい教育援助法

案の内容や予算伽について，ガイドラインを流したため

であった（Clowsel981：ｐｐ、６３，７６)。

審繊では，大学院生に対する援助については，研究費

を大学院に直接提供することを規定する「政府法案」が，

学生に直接給付する「委員会法案」よりも好まれる傾向

にあった。しかし，その他については．すべての領域に

財政援助を行おうとする包括的な「委口会法案」が支持

された。「委員会法案」が採択された後の下院本会議で

は，①連邦１１ｲ政援助が，州・学区の日立性を脅かすので

友１１到防教育法・関巡法案のプログラム内容の比'陵

（プログラムを含む場合は○，含まない場合は－）

国防教育法および関述法案

⑤
1958.9.2

1K|防Ｊｉｋ育法
ＰＬ８５－８６４蝉A竺嘩､蓬lll墾鬘'１と

④
］958.7.1

姿!』会岐終法案
11.Ｒ･’3247

プログラム

○ ○
脚２章）

大学生への災与奨学金

○ ○ ○
大学生への給付奨学金

理科・数学・外国語
教育援助

○ ○ ○ ○
(第３章）

○ ○ ○
(第４章）

○
大学院生への研究曲

○ ○ ○ ○
(第５章）

ガイダンス
カウンセリング

○ ○ ○
(第５章）テスト事業

○
(第６章）

○ ○○外国語教育設備
教員養成

教育方法改善
メディア利)Ⅱ

○ ○ ○
(鯛７章

○
(第８章）

○ ○
職業教育計山

○
(第９章

○ ○
科学情報活動

○
第10章）忠誠宣誓条項

Ｕ､Ｓ・Congress，Djgcsノ〃ノンJUbﾉｊｃＢｊﾉﾉｓ【し'ノノルノ"｡c工，1955,1958より作成）



二）立法過程の分析２３

最終''1りに，１０月３１ｐ，以|守の６項目にわたる教育改革

の法制化を勧告した。内容は，①大学院教育の強化②

州計両への補助金，③学部教育への財政援助，④国有地

交付大学の拡充，⑥自然科学関連の研究所への援助，を

行う述邦教育法の制定要求であった。このうち学部教育

への財政援助にもっとも,(Ｉｊい優先順位がつけられてい

る河この勧告は，ＨＥＷ長官フォルソムによって，１１月

８Ｈの内閣会議に提出され，大統領の内諾を受け，

後の「政府法案」の高等教育関係項目の原案となった

(Lindquistl971：ｐ、９)。

スプートニク打ち上げ後，その反響が大きくなると，

IIEＷ次官補リチャードソソを中心に，教育局は，民主

党議員らに菰極的に働きかけ，高等教育に限定されず国

家的関心に一致する方向で，より大きい連邦援助法案を

作成する方向に動いている。しかし，アイゼンヘワー

は，数学・科学教育に関する学校設備建設のみに対して

連邦援助は行われるべきであるとの意向を持っていた。

そのため，教育局は，科学・数学のみに関連した草案作

成を余儀なくされている（CIowsel981：ｐ、５５)。

連邦援助に向けて動く教育局にとって，大統領の支持

に次いで重要であったのは，財務長官と-Ｆ算局の意向で

ある。大統領，予算局，共和党議員が「一時的な」連邦

援助プログラムの恒久化を蟹成しているため，ＨＥＷ長

官フォルソムは，このプログラムが５年間の時限立法で

あることを強調することで，彼らの反対を回避する戦術

をとっている（Clowsel98l：ｐ、６２)。大統領．予算局

の意向から，「政府法案」は，教育局の柵想に反して，

議会提１１１前にプログラムのZY用と期間の縮小を迫られ，

１１月２７日に最終的に出来上がった法案は毎年８４００万

ドルを援助する４年|Ｈ１の時限立法であった。

教育局が，「政府法案」の縮小を余儀なくされていた

一方，スプートニク・ショックを利用して大きな教育援

助法を成立させようとする教育利益団体の関心・要求

は，教育局側が予想していたよりも大きいものであっ

た。「政府法案」の内容が教育関係者iこ伝わるとＮＥＡ

等の利益団体は．プログラムが小さすぎると批判した

(Clowsel981：ｐ、７４)。ＮＥＡは，連邦政府lこ対する

スポークスマンとしての役ｉＩＩＵを教育局に1111侍しており，

連邦援助要求や教育局の役割肱大に関して，lifii者は協調

的な関係を長い間保っていた（Munger＆Fennol962：

ｐ、８０)。当時のＮＥＡは，教員給与の上昇と学校建設を

強く求めていた。彼らは，毎年，１億1000万ドルの一

般iwli助金（用途を決定しないで州・地方の自由裁量に任

せるもの）を下付する’恒久的な教育援助法案を望んでい

米国国防教育法 (1958年）

はないかという違憲性の問題，②私立学校に対するⅡｲ政

援助の是非を巡る政教分離の問題，③人種差別撤廃条項

を法規に含めるか否かという問題が争点となった(ｕｓ・

CongressHouseCommitteeonEducationandLabor

l958：1190-1197)．このうち①は，同法第１章による連

邦教育統制禁止の明文化によって，②は，私立学校に対

する援助を貸付金で行う事で決着がついた。③は，南部

出身議員の反対によって廃案となることを回避するため

に,「人種．宗教等を学生の選択基準とはせず,ＨＥＷは

差別待遇をしない義務がある」という両院協議会の申合

せの下に．「人種隔離政策をとる学校への財政援助禁止

条項」と「奨学金プログラムの人種差別禁止条項」が削

除されて解決された（Clowsel981：ｐ、４２，松iilil988：

ｐ、３０)。

同法は，スプートニク・ショック以前にヒル，エリオ

ットによって提出された学生援助法案と連続性を持つも

のであったⅡしかし表１に見るように，①1955年の

｢学生援助法案」と，③1958年の｢政府法案」．⑤国防教

育法の内容櫛成には共通項が少ない。審議過程において

争点となったのは，１９５５年の「学生援助法案」と１９５８

年の「委員会法案」がもっともＨ１要視していた大学生に

対する給付奨学金であるが，これは，最終的に削られて

いる｢，

２．行政府における内部力学

ここで，「政府法案」作成までの政府側の動きを，教

育局と大統領および科学エスタプリッシュメソトの行動

を中心に見てみたい。

2-1．教育局における「政府法案」策定過程

国防教育法の内容に影響を与えた「政府法案」の原案

策定は，スプートニク・ショック以前に始まっている。

連邦政府の教育事業計画本部である教育局における国防

教育法の概念化は，ＨＥＷ副長官パーキンスが，教育局

長ダーシックに宛てた1957年６月２０日付けの局内文書

に端を発している（Lindquistl971：ｐ､８)。このメモは．

｢ハイスクール後の教育に関する委員会｣(Committeeon

EducationBeyondtheHighSchool，1956年にアイゼ

ンハワーによって設立された諮'１１１委員会）が，館２次中

間報告を近日発表することを指摘しその報告密の内容

を受けて，今後，教育局の高等教育に対する役剖が強化

されるむねを伝えるものであった。パーキンスは，この

目的のために，局内から特別専門委員会（ＴａｓｋForce，

以下，クスクフォース）のメンバーを選出した。

タスクフォースは，７月２４１１に最初の会談を附き，
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教育援助法のjiljlｲijは．牧r『ん>とＮＳＦにとって，それ

ぞれの機関の行方を決めるターニングポイントであった

といえる（Clowsel981：ｐ,７４)。国防教村法第１０章

は．統計iilHi査の改善を｣ＭＭＩとして，各州にjB算を与える

椛'1kを教育Ｈ１こｸ.えた『,上Ｉ1,11)ilに縮小を余磯なくさｵL仁

〔1分たちの｢政府法案」が廃案になり,それよりも規模の

大きい「委員会法典」がlRl防教育法として成血したこと

によって，教育liijの管hI(と機能は拡大したことになる。

一方．ＮＳＦは，ⅡｲIJji没立Ⅱ１１:より進めていた理数系カ

リキュラム改革を，国防教育法によってさらに進めた。

PSSC（PhisicaIScieIIccStudyCommittec）や．ＳＭＳＧ

(SchoolMathematicsStudyGroup）などのプロジェ

クトは．ＩＥｌ防教育法によって，大規模な子】W[を獲得し

た。同法第３章}よ，各州に新しい設備や教材を購入する

ための資金を提供したことになり，これによって，新し

いカリキュラム・教材が瞬く１１１１に全米に普及することiこ

なった。Springは，’７１１法を，「直接的なコントロールを

押しつけることなしに，ナショナル・カリキュラムを実

１Ｍさせることがいかに111能なのかの一例｣(Springl989：

pp、６４）であると述べている。ここで形成さｵLた非公式

のナショナル・カリキュラムのHf及は，連邦政府による

地方学区の教育コントロールにつながっていく。

2-3．大統領の行動

次に，大統領アイゼンハワーの国防救育法に対する態

度を見てゑたい。初等''１箙孜ﾌﾟｱ法（1965年）成立以Ｉ１ｉｌの

連邦教育援助立法過i2i1の実,illi的研究を行ったMuIlgcr＆

FennoI土，アイゼンハワーの行助について以下のよう

に記述している。１９５３年の就任当初．アイゼンハワー

は．連邦教育援助に否定的な共和党の立場を守ってい

た。その後，ホワイトハウス会議報皆などの彫響をうけ

た大統領は．１９５５年頃から孜育援助法成立に協力的に

なった。しかし①学校in役のみの援助，②狭い範囲

に限定されたプログラム，③財政的に小さい援助，に

llLって支持するというiii極１Ｗ態庇であったとしている

(MulIger＆Fennol962：ｐ､104)。また，1945-1963年

の迩邦援助法の110向を!'IIE理したKizerは，「アイゼンハ

ワー期（1953-1960)」の,id述に際し、国防教育法には言

及せず，この'けlUj大統伽の伽ﾉﾉなリーダーシップは発揮

されなかったとIiiiliに紬んでいる。そして，１９５５年に

脆案となった政府ljtlU「学校１k没法案」における宗派学

校援助の屹非をめぐるいきさつについて,｢一般援助」を

求めるＮＥＡから，アイゼンハワーと行政府に対して強

い批判があったと述べている（Kizcrl970：ｐｐ､90-93)。

確かに，国防数行法ＩｌｉＩ定においても，アイゼンハワー

た（Wilsolll9608I〕p、65-67)。そして，磯会における

審議では，教育局が作成した「政府法案」は廃案にな

り，「政府法案」の,iﾊ規定と奨学金・タト｢ｌｉｌｌ１ｍ教育・職業

教育プログラム等が盛り込まれた「委貝会法案」が最終

的に支持さｵした。しかし，次に凡るように，この腱|)'１

は，結果的に教育ＡＩにとって望ましいことであったと思

われる。

2-2．教育局の前史

］867年に教育Ai)がi没立されてから約’0()年の脈史は，

その管轄の拡大を｢l指して述邦教育援助政策を求めた苦

闘の記録であると言われる（Mungcr＆Fennol9fi23

p、７７)。この努力はなかなか結実せず，その役捌と権限

は長い間情報の収災と提供のみにM(られていた。1933年

lこ，大恐慌による国費節減の結果，行政機構の改組が行

われ、連邦職業教育委員会で行われていた職業教育プロ

グラムが教育局に移管された。それまで,淵査情報機関で

あった教育局はその管轄を拡大した。しかし，同時に行

われた行政予算１０％削減政策において、重要な，)「業を

行っていないとの理lhから，３４％の予算１１１１減を余儀な

くされている。また、「教篭の不足」という教育局調査

報告に対して，1956-58年にかげて，迦邦援助政策反

対者より，その伯１１１性と能力に対して疑'111が挾まれるな

ど，教育局の存在そのものが問われることもあった

(Munger＆Fennol9628pp､77-85)。教育局は，行政

機構の中で常に政治的に弱い機UMであり，j1Ii邦政府によ

る教育援助法を成立させて，独''１の権限と管Wflliiを拡大

することは，局の存続にとって枇年の裸越であったとい

えよう。

ポストスプートニクのプログラムにUUして．教育局と

監督権を争っていた機関は，１９５０年に(ill設された全米

科学財団（以下．NSF）である（Sufrinl963：ｐ､９)。

ＮＳＦは，カリキュラムの改嚥と枚nlIi教↑『改善によるiWi

次的な教育改革を望んでいた。彼らぱ，「マンペワーの

欠乏」という政策課題や，「教育の質の腿上げ」をⅢ的

とする給付奨学金や援助金政策には懐疑的であった。そ

の理由は，奨学金で大学を学生でiMi:れさせることへの

危倶と，ＨＥＷ特に教育ｌｉｉｊ拡大に対する危供であった

(Clowsel981：ｐ、５８)。ＮＳＦは，すでに，科学と数学

教育改革の為の協会を監督しており，｣腿i(｝権限を守るた

めに，ＨＥＷの「lKI防」を||術す「|MMll1iJプログラム

に，自分たちが吸収されていくことを警戒していた。一

方，各,Ｈ１レベルの教育局のIlMl員は初等・'１１等教櫛に影響

を与えるプログラムをＮＳＦからり|き離し，1112Ｗに引

き渡すことを望んでいた。
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は，冷戦の長期化を警戒し財政負担の大きい給付奨学

金プログラムにはｌ１ｌｉ極的であった。しかし，Munger＆

FcllmoやKizerの分析は，「一般援助」対「使途限定援

助」という当時の二分法的カテゴリーや，科学エスタプ

リッシュメントと結びついた大統領Iこ対するＮＥＡの１１上

判にとらわれた結果，連j1j援助に対するアイゼンハソー

の行動をネガティブに糸ているように｝いうれる・

各国の立法過紐を分析した近年の研究（比較立法過程

研究会1980）によれば，Ｆ・ﾘｺｰズヴェルト以降１９７０

年代まで，繊会と大統領の力関係は「大統領優越型」で

ある，アイゼンハワーも，いわゆる「倣い大統領」であ

り，議会を通過した法案に対する拒否権発動['11数は，任

期『''1811111と，ローズヴェルト、トルーマンに次いで多

い（比較立法過程研究会1980：ｌ〕、７９)･就任時の1953

年には．行政再組織を行ってＩⅡｉＷをi没立しておl)，

当初から教育行政への関(jは深い。

アイゼンヘワーの大統倣としてのリーダーシップ行使

方法の一つ｛よ，経験ある科学者に援助を求めるやりかた

であったといわれる。アイゼンハワーは，スプートニク

打ち上げ成功後，科学政策面で大統領を直接援助する大

統|}li1ﾄﾞ:}学特別補佐TVの職を設け，ＭＩＴの学｣とであった

キリアン（KiIlia1１，Ｊ.Ｒ､）を任命した｡このニュースは，

ジャーナリズムで大きくとり上げられた.科学・技術・

軍ﾂﾞﾄﾞにおいてソ述がアメリカを追い越したとする全米の

騒ぎは，アイゼンハワーに対して，ビⅡ１１主義社会のリー

ダーとしてのアメリカの地位を回復させることともに，

大統領ゑずからのリーダーシップを誇示する111,徴な対応

を迫ったと，キリアンは述懐している（Killianl985：

p，326ｋ，

そして，スプートニク・ショック後．アイゼンハワー

は，「教育教書」によって，連邦教育援助法制定を促し，

議会での優先権を与えた．国防教育法に１Ｍjする肢初の聴

聞会は，エリオットを議長として’1958年１月８日に|刑

かれる。しかしアイゼンハワーの「教育教Ｔｌ}」と「政

府法案」によって教育法の動向が示されるまで一時中断

されている。大統領と「政府提案」が議会に与えた影瀞

力の大きさが伺われる（Lindquistl971：ｐ・１０川

「政府法案」作成までに．大統領'二影響を与えた人物

は，Iii述したキリアンと．ハイスクールに関する報告)l｝

をまとめたハーバード大学元学焚のコーナント（ConallL

LB.）などである。ＭＩＴの科学省らが，連邦援助はソ

連との学問的な「数の競争」ではなく「TIIの鏡１１」を'二｜

指して行われるべきであるとエリート主茂的立場に立っ

たのに対し，キリアンは，「国家のすべての才能を利)Ⅱ

年）立法過程の分析２５

すべき時である」とし，教育援助法における「マンペワ

ーポリンー」を主強した（CI0wsel981：ｐ、５５)。一方，

コーナントは，「教育改革は地方学区に任せ，班jiM政府

は教育に関午するべきではない」とし，望zlﾋﾞｵしる教育改

lYiは外１１１語教育振興であると進言した。また，ｌ;}学・数

学教員のみ給，を上昇させることは，科１１によって教職

のランク付けを行うことになり，ＮＥＡなどの反発を招

くと二１２艦した（Wils(〕luI960：ｐｌ)．65-67)。大統領は，

これらの科学濁の怠)Jに敏感に反応し，教育局が作成し

ていた埴案から，学校建設や教貝給1Ｊの上昇に関する章

を削り，かわ')に，外国語教育改Ｉｉ１:プログラムをﾉﾘⅡえさ

せた（Clowscl981：ｐ、５７)。Springのいうように．国

防教育法は，ｊ１ｌｉ邦政府の教育政策決定において，「ＮＥＡ

のような教育専門家雌団に対する科学エスタブリッシュ

メントの勝利」（Sl〕rillgl989：１Ｊ’６５）であったといえ

る。

(1958

３．議会議員による政治力学

最後に．スプートニク・ショックIii後の連邦議会議員

の動きを検討して糸よう。米国二大政党である民主党と

共和党は，永い間，ｊｌＭｊ政11Vによる紋育援1111には艇関心

であった。共和党は1880,1884,1888年に，国家Iこよ

ぁ教育の支援を政策綱領に入れ，民主党も，１９２０年に，

搬字のM卜及・教員給与の上昇・公民教育をl｣的とする各

州への連邦教育援助を政莱綱領に含めているが，いずれ

も選挙争点にはならず，ｉ１ｌｌｊ党とも活発な行動に}よ歪らな

かった。しかし，上白｣;党は１９３０年代のニューディール

期に，貧困学生の救済を目的とする援助法案を提出した

のを皮切りに，連邦援助法案を積極的に議会に提出して

いく（Munger＆Fenllol962：ｐｐ、96-97％

これに対して，共和党は，１９５２イドの政策綱領におい

て「公牧育の樅限は，各州と地方学凶こ留保され，党は

この原!(11に従う」と司明し，述邦教育援助に}よ反対の立

場を守っている。しかし，ペピープームの進行によって

1960年代に深刻な教窒不足がおこるという,綱査搬〈１１が，

救育局によって発表されてから，ｈとに党との違いを解消

し始める。アイゼンハワー期の1955,1956,1957年に

は，教室数の欠乏を救う事をⅡ的として，駿佼建設を目

的とする連邦教育財政援助法案を繊会に提出している

(Mung⑪「＆FeI1n〔）1962：ｐ、97-99川

民主党による連邦教育援助要求の鋤ぎの中で，愈要な

役削を果たしたのは，後に，IRl防教7『法原案を提ｌｌｌした

ヒルとエリオヅトである。アラバマ')11選出の二人は，北

部に比べて軒しく劣っているiij部の教育財政・設ＩｉｌＩｉを改
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友２ヒル，エリオヅト磯員らによって提出された教育援助法案

（スプートニク・ショック以前の｣」要法案，いずれも廃案）

2６

提IBU 法案名（法案番号） 提出者

１1943/2／４１１iducationaIFillanceActofl943（S、637） Ｔｈｏｍａｓ＆Ｈｉｌｌ

1945/1/１０１１DducationalFinrIllceActofl945（S・・181） Ｔｈｏｍａｓ＆Ｈｉｌｌ

Ｔａｆｔ＆ＨｉＵ1946/3/2７１EduclIli(DnilIFinallceA(､ｔｏｆｌ９４６（S、181）

1952/3/l811DllblicSc1l(〕(〕ｌＣｏｌ】structi(〕lｌＡｃｔｏｆｌ９５１（IIR、7105） E11iott

7／４１SludenlAidActofl952（11.Ｒ、8523） E11iott

1953/2／９１StudelltAidAct()ｆｌ９５３（ＨＲ、2838） EIIiott

1955/3/3１１ＳｔｕｄｅｎｔＡｉｄＡｃｔｏｆｌ９５５（Ｈ､Ｒ、5422） E11iott

1956/3/1３WarOrphants,Educati()nalAssistaIlceActofl956（S、3431） Ｈｉｌｌ

7/2７１AreaVoc:ItioMI-TechnicalEducationofl956(S、4301） Ｈｉｌｌ

(Ｕ､Ｓ・Congress，ノ)jgcsノｏ／ﾉｹｲbﾉﾉCGC"Clα／Ｂｉ"ｓｚ('jノハノ"｡c工，1943-1956より作成）

善するために，毎年，連邦教育援助法案を議会に提Ⅱ|し

ている．表２は、スプートニク・ショック以I1ijに，ｌＩＩＩｉ,議

員によって提出された教育援助法案である。ヒルば一般

補助金法案を，エリオットは低)）iY1}１１Ｗ),(1校化を対象と

する給付奨学金法案をそれぞれ腿Illしているが，これら

は，いずれも廃案になっている．

不動産税を主要財源とする米ｌｌ１教育行政のローカルコ

ントロールは，富裕な州とftしい州のIMlに，現在でも．

教育環境の格差を}({いてい）る。ヒル，エリオットは，教

育設Wiiが不十分な「１h部」より選出されたいわゆる「文

教族」議員であった。スプートニク以lMIに，彼らの救育

援助法案が廃案になっていた理由の一つに，教育援助の

支払い方法についての不一致がある。繊会をしばしば分

裂させたのは，一律交付金方式（natgrants）を採川す

るか，平衡交付金（equalizationfomulm）を採用するか

という問題であった。一il1交付金〃式は，各州の生徒数

に応じて金額が決定・配付されるものである。一方，平

衡交付金方式では，各州の必要性に応じて支払われる。

連邦税を多く収めている裕ililな北東部lIl身の磯貝は，－

律交N･金を支持し，貧しい|櫛ilfll州の縦！｣は平衡交付金方

式を支持していた（SpriIIgl989：ｐ’７０)ｕ

1957年１０)]にスプートニクが打ちl:げらｊした時，エ

リオットは，上院教育労l1liI委此会特別教育小委員会にお

いて「大学生への奨学金にljUする聡'１０会」（1957年８月

１２日-11月４日)を|Ｍいている途''１であった。聴問会は，

経済的lこ恵まれない能力あるit6校生に対し給付・貸与奨

学金を与えるプログラムにDMするものであった。ヒルと

エリオットは．スプートニク・ショックを，連邦教育援

助法を成立させる好機と判断し，ｌｌＥＷと同様に，「国

家の安全」を[ｌ指すことを強調した教育法案の作成をス

タッフに命じている｢，１Ｍ〔らが||指した唯本的な政策課題

は，教員の質と給与の上昇，ならびに，学校設備の建設

であった。

巡邦援助に消極的な共和党の路線を守る大統領の意向

を反映した「政府法案」に対し，１２月４１１に完成したヒ

ルとエリオットの「委貝会法案」の草案は．教育委員会

の管轄を越えた教員給与への連邦援助金や．高額な予算

による学生援助・学校役ｌＩｉｉ連i没援助プログラムを含んで

いた（Clowsel981：ｐ、７０)。しかし，予算局との会合

の結果，法制化突風のためには，科学教育振興を中心に

プログラムを作成することが肝要であると議員らは判断

した。（CIowsel981：ｐ、６７)。

ＮＥＡは，教員給与J甘鯛ということで民主党を支持し

ていた。第２次世界大戦以後，収入の高い仕事を求め

て，教員が企業に移11M)する傾川lがあり，教員給与の増額

で教職を魅力あるものにすることを，ＮＥＡは求めてい

た。ＮＥＡは，ＮＳＦの１$}学什たちとは反目しあってお

り，ヒル，エリオヅトとそのスタッフは，これらの団体

のメンバーや教育局と１１１２１１ｔなる会介を持ち．聴聞会にお

いて対立が起きないように，Ｊ１l:|iiiにIilIi言の統一を要請し

ている（Clowsel981：ｐ、７４)。

Ｍ法立法過ﾄﾞ111における主奨アクターの行動で重要なの

は，議員と官僚の連携である。南部出身の民主党議員と

HEW上岡部・教育川)を中心として．委員会レベルで超
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立大学学生ＩＤｉｌｉ事教糾ilMl修を規定ナるＭ〕であっ

た（いわゆるＲＯＴＣ系列のプドエグラム)．このよ

うな陸軍省監督下の１１[事教練法と保健教f『福祉行

符]|(ili下の国防教育法では，ｉｌｌＩ接的なljlMj・力法

は．まったく異なっている．

2）実際に上程されたのは，エリオット提案による

ＨＲ、13247法案であったが，｜｢dl-法案として，

Ｈ､Ｒ、13248（Wainwright，Stuyvesallt，Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ，共和党)，Ｈ､Ｒ、13249（Bailey，CIeveland

M.，WestVirgiI1ia，民主党)，Ｈ・Ｒ１３２５０

ＩＩ(lskelLHarryG.，Ｉ)eIaware，共和党）の三法

案が提出された．二人の民主党１１と二人のjLfII党

L1が同一法案を提出したことは，超党派的支持

をＩＬＲ、13247法案が得たことを示している

（Lindquistl971：ｐ、１６)．

3）iiljj院協議会メンバーは，下院では民主党のエリオ

ット，BardeLGrabam，Ａ・（NorthCar(〕Iina)，

ＩB【liley,Ｍ・（前注)，Mecalif，Ｌｅｅ(Montalla)，共

ドロ党の，Gwinn,ＲａｌｐｈＷ.(NewYork),Kearns，

Ｃ・I)．（本文２－１参11(1)，HaskelI，ＩＬＧ．（１１１１注）の

Ｌｊ墹，下院では，民主髄のヒル，McNamara，

Partrick，Ｖ・（Michigan)，Yearborough，Ｒａ]ｐｈ

Ｗ．（Texas)，共和党のスミス（本文２－１参照)，

A11ott，Ｇ()rdo】ＤＬ．（Colorado）の立名．

党派的行動が行われたことから，アイゼンハワーのリー

ダーシップに導かれる共和党色の強い内'141と，民主党が

多数派を占めていた当時の議会の迎携が行わｵL，ｌ１Ｉ法}よ

成立をみた。主要アクターであるヒル，エリオット識貝

は，連邦議会の教育関係常任委員会の委貝長を務める有

力繊負であり，以前より一般援助，奨学金法案を議会に

提出しており，このような一連の系譜が，同法につなが

ったといえよう。成立した国防教育法の州援助金支払い

方法は，耐Mllll身護flたちが望んだように，平衡交付金

方式が採用された。

おわりに

国防教育法立法過程1こついて小論が明らかにしたの

は，連邦政府における立法府・行政府のjljk鞭決定過IiIiilの

変容である。通説に反し教育援助法制定にむけての大

統価アイゼンハワーのリーダーシップは強いものであっ

た。さらに，これまで主提されてきた科学エスタプリン

ュメントの影響力に加え，「政府法案」による政策Illli値

のﾉﾉ向づけ，ならびに，教育同の綱整作業の持つ政粭作

用が強調される。教育lnjの拡大指向については，小論で

扱った資料からは明らかにできなかった。しかし，｜iU法

政雛探題形成，原案策定・決定過程における教育同の機

能拡大が，その実施・延長によって，さらに制度化され

たことは事実である,．’,｡法の成立は，迎邦政府による教

育援助政策の展開過程において，怠思決定様式の変容を

もたらしかつ教育の国家行政化を促進する契機となる

ものであった。

国防教育法制定による教育局の組織拡大とそのiliI度

化，連邦教育法制定に対する大統領・議貝行動様式(Ｄ変

容は，「高等教育法」（1965年）「初等中等教育法」（1965

年）などの新たな教育政策展開を生象だす要因になった

と予想される．国防教育法成立を契機とする１９６０ｲﾄﾞ代

における連邦教育法制定の頻発は，連邦政府による教育

法制定力学の学習過程として把握できるのではないかと

筆者は考える。このような小論を積g9LIEね，このlKlijOIの

教育政治の力学位相を把握し，米国における教育政策の

累ilj的展開を巨視的に説明することを，次の課題とした

い。
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